
各たたき台案のポイント
【A案】 【B案】 【CttI

<親子関係>
⑥ 特定生殖補助医療による分娩者

Э 第三者からの精子提供による妻の懐胎に同意
した夫は、嫡出否認ができない

Э 精子提供者は、上記懐胎に係る子の認知ができ
ず、精子提供者への認知請求も認めない

く生頒稿助医療関係 >         ~
① 法案の対象は、夫婦型、第二者提供型の両者を
含む生殖補助医療一般
→ 関係医学会が指定する医師 (指定医師)が行

う生殖補助医療のみ許容。その実施については、
広く大臣指針に委ねるが、認められる第二者提
供型については、A案 と基本的には同じものを
想定。ただし、代理懐胎については、自らの精
子・卵子を用いた場合に限定

事実婚カップルについて、夫婦型の生殖補助
医療のみ許容

→ 実施のルール・手続については、広く大臣指
針で規定

② 指定医制。ただし、代理懐1台 については、厚労
大臣が指定

④ 精子 口卵子・胚の売買等を禁止

<親子関係>

A案と同じ

くり 噺 賊 嘔 療関係 >         ~
① 法案の対象を、第二者提供型の特定生殖補助医

療に限定

→ 特定生殖補助医療は、A案と同じ法律婚夫婦
につき、省令で定める特定生殖補助医療基準に
従い実施

認められる特定生殖補助医療については、A
案と基本的には同じものを想定。ただし、代理
懐胎については、自らの精子・卵子を用いた場
合に限定するとともに、家裁の許可が必要

→ 実施に関し、最低限必要なルール・手続を法
定し、その他は特定生殖補助医療基準で規定 |

精子・メF子等の提供は匿名       1



【A案】

特定生殖補助医療に関する法律骨子たたき台案

第1 目的

この法律は、特定生殖補助医療が医学的に大の精子又は妻の卵子により妻

が子を懐胎することができない夫婦等にとつてこれに対応するための重要な _
手段となっていること、長年にわたり特定生殖補助医療によつて数多くの子

が出生してきていること等に鑑み、特定生殖補助医療について必要な事項を

定めることにより、特定生殖補助医療の適正な実施に資することを目的とす

ること。

第2 定義

1.こ の法律において『特定生殖補助医療Jと は、子を懐胎する女性の夫以

外の男性の精子又は当該女性以外の女性の卵子の提供を受けて行われる人

工授精、体外受精、体外受精胚移植その他厚生労働省令で定める生殖に係

る医療技術を用いた医療をいうこと。

2.この法律において「人工授精」とは、男性から精子の提供を受けて、こ

れを処置し、及び女性の体内に注入することをいうこと。

3.この法律において「体外受精」とは、女性のJF巣から未受精卵を採取し

て、これを処置し、及び男性から提供され、処置された精子により受精さ

せることをいうこと。

4。 この法律において「体外受精胚移植Jと は、体外受精により生じた胚を

女性の子官に移植することをいうこと

第3 特定生殖補助医療

1.特定生殖補助医療は、医学的に夫の精子又は妻のJF子により妻が子を懐

胎することができない夫婦に係る次のいずれかに該当するものに限り、こ

れを行うことができること。

①夫以外の男性から提供された精子による妻に対する人工授精

②夫以外の男性から提供された精子と妻のJF子による体外受精並びに当該

体外受精により生じた当該精子及び当該卵子に由来する胚の妻に対する

体外受精胚移植

③夫の精子と妻以外の女性から提供されたJF子による体外受精並びに当該

体外受精により生した当該精子及び当該卵子に出来する胚の奏に対する

体外受精胚移植

④提供された余剰胚 (他の夫婦の夫の精子又は妻の卵子による体外受精に

、    1                                      
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より生じた胚のうち当該夫婦に係る体外受精胚移植に使用されなかった

ものをいう。以下同じ。)の妻に対する体外受精胚移植 (①から③までの

.特定生殖補助医療により妻が子を懐胎することができない場合であって、
‐ 第4の 6の指針で定める場合に行われるものに限る。)

⑤夫以外の男性から提供された精子と妻以外の女性から提供された卵子に

_̈ 、よる体外受精並びに当該体外受精により生じた当骸精子及び当該卵子に

由来する胚の妻に対する体外受精胚移植 (①から③までの特定生殖補助

医療により妻が子を懐胎することができない場合であつて、第4の 6の

指針で定める場合に行われるものに限る。)

2.1のほか、先天的に子宮がない場合、治療として子官の摘出がなされた

ことにより子宮がない場合その他明らかに医学的に子を懐胎する能力を欠

く場合として厚生労働省令で定める場合に該当する者が妻である夫婦に限

り、厚生労働大臣が指定する医療機関において、厚生労働省令で定める手

続により、当該夫の精子と当該妻の卵子又は当該妻以外の女性から提供さ

れた卵子による体外受精により生じた当該精子及び当該卵子に由来する胚

について、当該妻以外の女性に対して体外受精胚移植を行うことができる

こと。      
′

第4 特定生殖補助医療の実施等

1.第 3に よる特定生殖補功医療を行うに当たっては、6の指針で定めると

ころにより、その実施の度ごとに、その特定生殖補助医療に係る夫婦の夫

及び妻それぞれの書面による同意を得なければならないこと。

2.1のほか、第 3の 2による特定生殖補助医療を行うに当たっては、厚生

労働省令で定めるところにより、その実施の度ごとに、代わつて体外受精

胚移植を受ける女性 (当該女性に配偶者がある場合には、当該女性及びそ

の配偶者)の書面による同意を得なければならないこと。

3ぃ 第3の 1に よる特定生殖補助医療のために用いる夫以外の男性の精子、

妻以外の女性の卵子及び余剰胚の提供を受けるに当たっては、6の指針で

定めるところにより、精子、卵子及び胚の提供に係る業務を行う医療機関

において、その提供及び当該特定生殖補助医療における使用に関し、その

提供者 (当該提供者に配偶者がある場合には、当該提供者及びその配偶者)

め書面による同意を得なければならないこと。      
｀

4.第 3の 1に よる特定生殖補助医療のために用いる夫以外の男性の精子、

妻以外の女性の卵子及び余剰胚の提供は、原則として任意かつ匿名により

行われなければならないこととし、やむを得ない事情がある場合として6

の指針で定める場合に限りこれに該当しなくても行うことができること。



5.特定生殖補助医療 (第 3の 2による特定生殖補助医療を除く。)並びに精
子、卵子及び胚の提供に係る業務を行おうとする医療機関は、あらかじめ
厚生労働大臣又は都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を届け出なけ
ればならないこと。

6.1から5までに定めるもののほか、特定生殖補助医療並びに精子、卵子
及び胚の提供については、厚生労働大臣が、指針を定めなければならなし■_

ものとするとともに、特定生殖補助医療並びに精子、卵子及び胚の提供は、
当該指針に従つて行わなければならないこと。

第5 情報等管理機関 (仮称)

1.第 3による特定生殖補助医療を行つた医療機関は第 4の 1及び2に よる
同意害を、精子、卵子及び胚の提供に係る業務を行う医療機関は第4の 3

による同意書を、それぞれ、厚生労働省令で定めるところにより、全国を
通じて一個に限り厚生労働大臣が指定する機関 (以下「情報等管理機関」
という。)に提出するものとするとともに、情報等管理機関は、厚生労働省
令で定めるところにより、これらの同意書を80年間保存しなければならな
いこと。

2.｀情報等管理機関は、 1のほか、厚生労働省令で定めるところにより、第
3の 1又は2による特定生殖補助医療を行 う医療機関からの精子、卵子及
び胚の提供を希望する数並びに精手、卵子及び胚の提供に係る業務を行う
医療機関から精子、卵子及び胚の提供が可能な数に係る情報の提供を受け
て、第 3の 1若しくは 2に よる特定生殖補助医療に使用されるための精子、
卵子若しくは胚を提供すること又はその提供を受けることのあっせんの業
務を行うこと。

3.情報等管理機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当
な理由がなく、 1に より保存する同意書又は2のあっせんの業務に関して

職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。

第6 精子、卵子及び胚の売買等の禁止

1.特定生殖補助医療のために用いる夫以外の男性の精子、妻以外の女性の

卵子又は余剰胚の提供の対価として、財産上の利益の授受又はその要求若
しく|ま約束をしてはならないこと。

2.第二者である女性が代わって懐胎及び出産をする特定生殖補助医療 (以

下「代理懐胎医療Jと いう。)において当該女性が代わつて懐胎及び出産を

すること等の対価として、財産上の利益の授受又はその要求若しくは約束
をしてはならないこと。



3.特定生殖補助医療のために用いる夫以外の男性の精子、妻以外の女性の

卵子若しくは余剰胚の提供又は代理懐胎医療において第二者である女性が

代わつて懐胎及び出産をすること等のあっせんの対価として、財産上の利

益の授受又はその要求若しくは約束をしてはならないこと。

4.1の対価にlま、第3の 1又は2に よる特定生殖補助医療のための精子、

卵子又は余剰胚の提供に係る実費〔医療費その他これらに準ずるものに相_

当するものを、2の対価には、第 3の 2による特定生殖補助医療として行

われる場合に体外受精胚移植、懐胎及び出産に関し通常必要であると認め

られるものとして実費、医療費その他これらに準ずるものに相当するもの

を、3の対価には、第3に よる特定生殖補助医療に係る精子、卵子又は余

剰杯のあっせんに関して通常必要であると認められる費用を、それぞれ含
まないものとすること。

第7 報告の請求等並びに指示及び命令          、
1,厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある

と認めるときは、第3の 2の指定を受けた医療機関、第4の 5の届出をし

た医療機関又は情報等管理機関に対し、特定生殖補助医療、精子、卵子若

しくは胚の提供又は第5の 1若しくは2の業務に関し報告を求め、又は助

21｀ヽ 重茸商業菖貫懲事[蔦員ふ彗ЁF星 :二 ;λ指定を受けた医療機関、
第4の 5の届出をした医療機関又は情報等管理機関がこの法律、この法律

に基づく命令又は第4の 6の指針を遵守していないと認めるときは、遵守

すべき事項を示して、これに従うべきことを指示することができること。

3.厚生労働大臣又は都道府県知事 lま、 2の指示を受けた者が当該指示に従

わないときは、この法律、この法律に基づく命令若しくは第4の 6の指針

に違反する行為の中止若しくは期間を定めて当該違反する行為に係る業務

の停止を命じ、又は第 3の 2若 しくは第 5の 1の指定を取り消すことがで _

きること。厚生労働大臣及び都道府県知事は、当該命令又は当該取消しを

したときは、その旨を公表しなければならないこと。

第8 知識の普及及び啓発

国及び地方公共団体は、広報活動、教育活動等を通じて、不妊及びその予

防並びに特定生殖補助医療その他の生殖補助医療に関する正しい知識の普及

及び啓発に努めなければならないこと。

′
第9 罰則



1.次のいずれかに該当する者は、〇以下の懲役若しくは○円以下の罰金に
処し、・又はこれを併科すること。

①第3の 2の指定を受けることなく第 3の 2による特定生殖補助医療を行

った者若しくは第3の 2並びに第4の ■及び2の手続によることなく第
3の 2に よる特定生殖補助医療を行つた者又は第 3の 2に よる特定生殖

補助医療以外の代理懐胎医療を行つた者

②第 7の 3に よる命令に違反した者

2.第 5の 3に違反した者は、O以下の懲役又は0円以下の罰金に処するこ

と。

3.第 もの1か ら3ま でに違反した者 (代理懐胎医療において代わつて懐胎、

出産等をした女性を除く。)は、〇以下の懲役若しくは○円以下の罰金に処

し、又はこれを併科すること。  ・

4.第 4の 5の届出をすることなく特定生殖補助医療 (第 3の 2による特定

生殖補助医療を除く。)又は精子、卵子若 しくは胚の提供に係る業務を行っ

た者は、〇以下の懲役又は○円以下の罰金に処すること。
5、 その他罰則について所要の規定を置くこと。

第 10 検討

1.第 3に よる特定生殖補助医寮により生まれた子のその出自を知るための

情報の開示等の制度については、引き続き検討が行われ、その結果に基づ

いて必要な措置が講ぜられるものとすること。

2.1のほか、この法律の施行後 3年を目途として、この法律の施行の状況

等を勘案して、特定生殖補助医療及びその規制等の在り方について、検討
がカロえられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

第 11 その他

1.こ の法律は、公布の日から起算して 1年を経過した日から施行すること。
ただし、第 8及び第 10の 1は、公布の日から施行すること。

2=その他所要の規定を置くこと。
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【A案】
特定生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する

民法の特例に関する法律骨子たたき台案

第1 趣旨

この法律は、特定生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法  ´

の特例を定めること。

第2 定義

この法律において r特定生殖補助医療Jと は、特定生殖補助医療に関する

法律第2の 1の特定生殖補助医療をいうこと。

第3 民法の特例

1:女性が自己以外の女性の卵子 (その卵子に出来する胚を含む。)を用いた
特定生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女      |
性をその子の母とすること。

21妻が、大の同意を得て、夫以外の男性の精子 (その精子に由来する胚を       |
含む。以下同じ。)を用いた特定生殖補助医療により懐胎した子については、       |
夫は、民法第774条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認
することができないこと。                           |

3,特定生殖補助医療に関する法律第 3の 1(③を除く。)により行われる他       |
人の特定生殖補助医療のために精子を提供した者は、その精子を用いた特       |
定生殖補助医療により女性が懐胎した子を認知することができないこと。       |

4.民法第787条の認知の訴えは、特定生殖補助医療に関する法律第3の 1

(③を除く。)に より行われる他人の特定生殖補助医療のために精子を提供      |
した者に対しては提起することができないこと。

5.特定生殖補助医療により女性が子を懐胎した場合において、自己の意に

反してその精子が当該特定生殖補助医療に用いられた者についても、3及
び4と 同様とすること。

第4 その他

1.こ の法律は、特定生殖補助医療に関する法律の施行の日から施行するこ

と。

2.第 3の適用について必要な経過措置に関する規定を置くこと。
3.その他所要の規定を置くこと。



【B案】

生殖補助医療に関する法律骨子たたき台案

第1 目的

この法律は、妻が子を懐胎することができない夫婦にとつて生殖補助医療

がこれに対応するための重要な医学的手段となっているこ、と、長年にわたり    ^
生殖補助医療によって数多くの子が出生してきていること等に鑑み、生殖補

助医療について必要な事項を定めることにより、生殖補助医療の適正な実施

に資することを目的とすること。

第2 定義

この法律において「生殖補助医療Jと は、.人工授精、体外受精その他の医

療技術で厚生労働省令で定めるものを用いた医療をいうこと。

第3 生殖補助医療の実施

1.医学医術に関する学術団体であってfHh定の業務を適正に行う能力を左立

るものとして厚生労働省令で定めるものが厚生労働省令で定めるところζ

より指定する医師 (以下「指定医師|と いう。)は、医学的にこれを必要と

する夫婦について、その同童を径て、生殖補助医療を行うことが華 _

L
2.1により、医学的に夫の精子又は妻の卵子により妻が子を懐胎すること

ができない夫婦について夫以外の男性の精子、妻以外の女性の卵子又は胚

の提供を受けて生殖補助医療を行うに当たっては、7の指針で定めるとこ

ろにより、その実施の度ごとに、当該生殖補助医療に係る夫婦の夫及び妻

それぞれの書面による同意を得なければならないこと。

3.第二者である女性が代わつて懐胎及び出産をする生殖補助医療 (以下「代    `
理懐胎医療」という。)については、先天的に子宮がない場合、治療として

子官の摘出がなされたことにより子宮がない場合その他明らかに医学的に

子を懐胎する能力を欠く場合として厚生労働省令で定める場合に該当する

者が妻である夫婦につき、厚生労働大臣が指定する医療機関において、厚

生労働省令で定める手続により、当該夫の精子と当該妻の卵子による体外

.受精により生じた当該精子及び当該卵子に出来主五胚の当該妻以外の女性

の子宮への移植に限り、これを行うことができること。

4:3による代理懐胎医療を行うに当たつては、7の指針で定めるところに

より、その実施の度ごとに、当該代理懐胎医療に係る夫婦の夫及び妻それ

ぞれの書面による同意のほか、厚生労働省令で定めるところにより、代わ



つて懐胎及び出産をする女性 (当該女性に配偶者がある場合には、当該女

性及びその配偶者)の書面による同意を得なければならないこと。

5。 医学的に生殖補助医療を必要とする婚姻の届出をしていないが事実上夫

婦と同様の関係にある者については、当該男性の精子と当該女性の卵子を

用いた生殖補助医療 (3に よる代理懐胎医療を除くn)に限り、指定医師が、

その同意を得てく_行 うことができること。_

6.1、 3及び5に よる生殖補助医療以外の生殖補助医療は、これを行っては

ならないこと。

7.1から6ま でに定めるもののほか、生殖補助医療並びに精子、卵子及び

胚の提供、2及び4の書面の保存等については、厚生労働大臣が、指針を

定めなければならないものとするとともに、これらについては、当該指針

に従つて行わなければならないこと

第4 精子、卵子及び胚の売買等の禁止

1.生殖補助医療のために用いる精子、卵子又は胚の提供の対価として、財

産上の利益の授受又はその要求若しくは約束をしてはならないこと。

2.代理懐胎医療において第二者である女性が代わって懐胎及び出産をする

こと等の対価として、財産上の禾1益の授受又はその要求若しくは約束をし

てはならないこと。

3.生殖補助医療のために用いる精子、卵子若しくは胚の提供又は代理懐胎

医療において第二者である女性が代わって懐胎及び出産をすること等のあ
‐

っせんの対価として、財産上の利益の授受又はその要求若しくは約束をし

てはならないこと。

4_1の対価には、第3の 1に よる生殖補助医療のために精子、卵子又は胚

が提供される場合におけるその提供に係る実費、医療費その他これらに準

ずるものに相当するものを、2の対価には、第3の 3に よる代理懐胎医療

として行われる場合に懐胎、出産等に関し通常必要であると認められるも

のとして実費、医療費その他これらに準ずるものに相当するものを、3の

対価には、第3の 1による生殖補助医療に係るあつせんに関して通常必要

であると認められる費用を、それぞれ含まないものとすること。

第5 報告の請求等並びに指示及び命令

1.厚生労働大臣は、第 3の 1の医学医術に関する学術団体であつて厚生労

働省令で定めるものが行う第3の 1の指定に関し必要があると認めるとき

は、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができること。

21厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある



と認めるときは、指定医師又はその所属する医療機関の管理者に対し、生

殖補助医療に係る業務に関し報告を求め、又は助言、指導者しくは勧告を

することができること。

3:厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定医師又はその所属する医療機関

がこの法律、この法律に基づく命令又は第 3の 7の指針を遵守していない

と認めるときは、当該指定医師又は当該医療機関の管理者に対し、.、遵守す
べき事項を示して、これに従うべきことを指示することができること。

4.厚生労働大臣又は都道府県知事は、3の指示を受けた者が当該指示に従

わないときは、その旨を公表することができること。

5:厚生労働大臣又は都道府県知事は、第3の 6L童反して生殖補助医療だ

行われて上ヽると認めるときは、これを行っている医師又はその所属する医

療機関の管理者に対し、その中止を命ずること正三主ること。厚生労働大

臣及び都道府県知事は、当該命令をしたときは、その旨を公表しなければ

ならないこと。

第6 知識の普及及び啓発

国及び地方公共団体は、広報活動、教育活動等を通じて、.不妊及びその予

防並びに生殖補助医療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければ

ならないこと。         ・

第7 罰則

1=第 3の 3の指定を受けることなく第3の 3に よる代理懐胎医療を行つた

者若しくは第 3の 3及び4の手続によることなく第3の 3による代理懐

胎医療を行った者又は第3の 3に よる代理懐胎医療以外の代理懐胎医療

を行った者は、〇以下の懲役若しくは○円以下の罰金に処し、又はこれを

併科すること。

2=次のいずれかに該当する者は、〇以下の懲役若しくは○円以下の罰金に

処し、又はこれを併科すること。

①第4の 1から3までに違反した者 (代理懐胎医療において代わつて懐胎、

出産等をした女性を除く。)

②第5の 5の命令に違反した者

3.その他罰則について所要の規定を置くこと。           …

第8 検討

第3の 1に よる生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存その他

の管理、その子の出自を知るための情報の開示等の制度については、引き続

―
、



き検討が行われ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとするこ

と。

第9 その他

1.こ の法律は、公布の日から起算して 1年を経過した日から施行すること。

ただし、第a及び第 8は、公布の日から施行するこ.と。_

2,その他所要の規定を置くこと。
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【B案】

生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する

民法の特例に関する法律骨子たたき台案

第 1 趣旨

この法律は、̈生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法の特

例を定めること。

第 2 定義

この法律において「生殖補助医療Jと は、生殖補助医療に関する法律第2

の生殖補助医療をいうこと。

第 3 民法の特例

1.女性が自己以外の女性の卵子 (その卵子に由来する胚を含む。)を用いた

生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性を

その子の母とすること。

2.妻が、大の同意を得て、夫以外の男性の精子 (その精子に出来する胚を

含む。以下同じ。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫

は、民法第 774条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否懲す

ることができないこと。

3.生殖補助医療に関する法律第 3の 1により行われる他人の生殖補助医療 ,

のために精子を提供した者は、その精子を用いた生殖補助医療により女性

が懐胎した子を認知することができないこと。

4.民法第 787条の認知の訴えは、生殖補助医療に関する法律第 3の 1によ

り行われる他人の生殖補助医療のために精子を提供した者に対しては提起

することができないこと。

5.生殖補助医療により女性が子を懐胎した場合において、自己の意に反し

てその精子が当該生殖補助医療に用いられた者についても、 3及び4と 同

様とすること。

第4 その他

1.こ の法律は、生殖補助医療に関する法律の施行の日から施行すること。

2.第 3の適用について必要な経過措置に関する規定を置くこと。

3。 その他所要の規定を置くこと。



【C案】

特定生殖補助医療に関する法律骨子たたき台案

第1 目的

この法律は、特定生殖補助医療が医学的に夫の精子又は妻の卵子により妻

が子を懐胎することができない夫婦等にとつてこれに対応するための重要な

手段となつていること、長年にわたり特定生殖補助医療によって数多くの子

が出生してきていること等に鑑み、特定生殖補助医療について必要な事項を

定めることにより、特定生殖補助医療の適正な実施に資することを目的とす

ること。

第2 定義

1,この法律において「特定生殖補助医療」とは、子を懐胎する女性の夫以

外の男性の精子又は当該女性以外の女性の卵子の提供を受けて行われる人

工授精、体外受精、体外受精胚移植その他厚生労働省令で定める生殖に係

る医療技術を用いた医療をいうこと。  ｀

2.この法律において「人工授精Jと は、男性から精子の提供を受けて、こ

れを処置し、及び女性の体内に注入することをいうこと。

3:この法律において「体外受精」とは、女性の卵巣から未受精卵を採取し

て、これを処置し、及び男性から提供され、処置された精子により受精さ

せることをいうこと。

4:この法律において「体外受精胚移植Jと は、体外受精により生じた胚を

女性の子宮に移植することをいうこと。

第3 特定生殖補助医療

1.厚生労働大臣は、厚生労働省令で、特定生殖補助医療に関する基準工以

下『特定生殖補助医療基準Jという。)を定めなければならないこと。

2.特定生殖補助医療は、医学的に夫の精子又は妻の卵子により妻が子を懐

胎することができない夫婦に限り行うことができるものとするとともに、

3.特定生殖補助医療のうち第二者である女性が代わって懐胎及び出産をす

るもの (以下「代理懐胎医療Jと いう。)につ二てlな_行つてはならな墜

こと。                        ・

4.3にかかわらず、厚生労働大臣が指定する医療機関は、先天的に子宮が

ない場合、治療として子宮の摘出がなされたことにより子宮がない場合そ

1



の他明らかに医学的に子を懐胎する能力を欠く場合として厚生労働省令

で定める場合に該当する者が奏である夫婦に限り、厚生労働省令で定める

手続により、当該夫の精子と当該妻の卵子による体外受精により生じた当

該精子及び当該卵子に出来する胚について、当該妻以外の女性に対して体

外受精胚移植を行うことができること。

512及び4に よる特定生殖補助医療を行うに当たっては、特定生殖補助医

療基準で定めるところにより、その実施の度ごとに、その特定生殖補助医

療に係る夫婦の夫及び妻それぞれの書面による同意を得なければならない

ことD

6.5のほか、4に よる特定生殖補助医療を行うに当たつては、厚生労働省

令で定めるところにより、その実施の度ごとに、代わつて体外受精胚移植

を受ける女性 (当該女性に配偶者がある場合には、当該女性及びその配偶

者)の書面による同意を得なければならないこと:

7.4に よる特定生殖補助医療が行われるL当たつては、当該特定生殖補助

女性との間でこれらのことその他これらに伴い必要となる事項について書

面による合意をした上で、家庭裁判所の許可を得主ければならないこと。

8.2に よる特定生殖補助医療のために用いる夫以外の男性の精子、妻以外

の女性の卵子及び余剰胚の提供を受けるに当たっては、特定生殖補助医療

基準で定めるところにより、精子、卵子及び胚の提供に係る業務を行う医

療機関において、その提供及び当該特定生殖補助医療における使用に関し、

その提供者 (当該提供者に配偶者がある場合には、当シ提供者及びその配

偶者)の書面による同意を得なければならないこと。

9=2による特定生殖補助医療のために用いる夫以外の男性の精子、妻以外

の女性の卵子及び余剰胚の提供は、任意かつ匿名により行われなければな

らないこと。             =
10=特定生殖補助医療 (4に よる特定生殖補助医療を除く。)並びに精子、卵

子及び胚の提供に係る業務を行おうとする医療機関は、厚生労働大臣の認

定を受けなければならないこと。

第4 情報等管理機関 (仮称)

1.第 3の 2又は4による特定生殖補助医療を行つた医療機関は第3の 5及

び6に よる同意書を、精子、卵子及び胚の提供に係る業務を行う医療機関

は第3の 8による同意書を、それぞれ、厚生労働省令で定めるところによ

り、全国を通じて一個に限り厚生労働大臣が指定する機関 (以下「情報等



管理機関」という。)に提出するものとするとともに、情報等管理機関は、

厚生労働省令で定めるところにより、これらの同意書を80年間保存しなけ

ればならないこと。

2.情報等管理機関は、1のほか、厚生労働省令で定めるところにより、第

3の 2に よる特定生殖補助医療を行う医療機関からの精子、卵子及び胚の

提供を希望する数並びに精子、卵子及び胚の提供に係る業務を行う医療機…

関から精子、卵子及び胚の提供が可能な数に係る情報の提供を受けて、第

3の 2に よる特定生殖補助医療に使用されるための精子、卵子若しくは胚

を提供すること又はその提供を受けることのあつせんの業務を行うこと。

3.情報等管理機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当

な理由がなく、 1により保存する同意書又は2のあっせんの業務に関して

職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。

第5 精子、卵子及び胚の売買等の禁止

1.特定生殖補助医療のために用いる夫以外の男性の精子、妻以外の女性の

卵子又は余剰胚の提供の対価として、財産上の利益の授受又はその要求若

しくは約束をしてはならないこと。

2.代理懐胎医療において第二者である女性が代わつて懐胎及び出産をする

こと等の 横ヽ として、財産上の利益の授受又はその要求若しくは約束をし

てはならないこと。

3.特定生殖補助医療のために用いる夫以外の男性の精子、妻以外の女性の

卵子若しくは余泰」胚の提供又は代理懐胎医療において第二者である女性が

代わつて懐胎及び出産をすること等のあっせんの対価として、財産上の利

益の授受又はその要求若しくは約束をしてはならないこと。

4。 1の対価には、第 3の 2に よる特定生殖補助医療のために精子、,F子又

は余剰胚が提供される場合におけるその提供に係る実費、医療費その他こ

れらに準ずるものに相当するものを、2の対価には、第3の 4による特定

生殖補助医療として行われる場合に体外受精胚移植、懐胎及び出産に関し

通常必要であると認められるものとして実費、医療費その他これらに準ず

るものに相当するものを、 3の対価には、‐第3の 2による特定生殖補助医

療に係るあつせんに関して通常必要であると認められる費用を、それぞれ

含まないものとすること。

第6 報告の徴収等並びに指示及び命令

1.厚生労働大臣は、この法律を施行すこため必要があると認めるときは、



免■の4の指定を受けた医療機関、第 3の 10の認定を受けた医療機関若し

くは情報等管理機関に対し、特定生殖補助医療t_精子、卵子若しくは胚の

提供若しくは第4の 1若しくは2の業務に関し報告をさせ、又はその職員

L.これらの者の事務所に立ち入り、帳盤、書類その他の徹件を検査させ=
に質問をさせることができること。

2.厚生労働大臣は、第 3の 4の指定を受けた医療機関、第-3の 10の認定を

受けた医療機関又は情報等管理機関がこの法律若しくは特定生殖補助医療

基準その他この法律に基づく命令を遵守していないと認めるときは、遵守

すべき事項を示して、これに従うべきことを指示することができること。

3=厚生労働大臣は、2の指示を受けた者が当該指示に従わないときは、こ

の法律若しくは特定生殖補助医療基準その他この法律に基づく命令に違反

する行為の中止若しくは期間を定めて当骸違反する行為に係る業務の停止

を命じ、又は第3の 4の指定、第 3の 10の認定着しくは第4の 1の指定を

取り消すことができること。厚生労働大臣は、当該命令又は当該取消しを

したときは、その旨を公表しなければならないこと。

第7 知識の普及及び啓発

国及び地方公共団体は、広報活動、教育活動等を通じて、不妊及びその予

防並びに特定生殖補助医療その他の生殖補助医療に関する正しい知識の普

及及び啓発に努めなければならないこと。

第8 罰則

1.次のいずれかに該当する者は、〇以下の懲役若しくは○円以下の罰金に

処し、又はこれを併科すること。

①第3の 4の指定を受けることなく第 3の 4に よる特定生殖補助医療を行

つた者若しくは第3の 4、 5及び6の手続によることなく第3の 4に よ

る特定生殖補助医療を行つた者又は第 3の 4による特定生殖補助医療以

外の代理懐胎医療を行った者

②第6の 3に よる命令に違反した者

2,第 4の 3に違反した者は、O以下の懲役又は○円以下の罰金に処するこ

と。

3.次のいずれかに該当する者は、〇以下の懲役若しくはO円以下の罰金に

処し、又はこれを併科すること。

①第3の 10の認定を受けることなく特定生殖補助医療 (第 3の 4による特

定生殖補助医療を除く。)又は精子、卵子若しくは胚の提供に係る業務を



行つた者

②第5の 1か ら3までに違反した者 (代理懐胎医療において代わつて懐胎、

出産等をした女性を除く。)

4.次のいずれかに該当する者は、O円以下の罰金に処すること。

①第5の 2又は3に違反した萱 (代理速■医療において代わって懐胎、出

産等をした女性に限る。)

②策らのlLょる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第6の 1に

よる立入検査を拒み、妨げ、若上K里忌避し、若しくは第6の 1に よる

質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

5:その他罰則について所要の規定を置くこと。

第 9 検討

11

定的に認めること及び第 3に よる特定生殖補助医療により生まれた子のそ

の出自を知るための情報の開示等の制度については、引き続き検討が行わ

れてその結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

2.1のほか、この法律の施行後 3年を目途として、この法律の施行の状況

等を勘案して、特定生殖補助医療及びその規制等の在り方について、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

第 10 その他

1=こ の法律は、公布の日から起算して 1年を経過した日から施行すること。

ただし、第 7及び第 9の 1は、公布の日から施行すること。

2,その他所要の規定を置くこと。



【C案】

特定生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する

民法の特例に関する法律骨子たたき台案

第1 趣旨

… この法律は、特定生殖補助医療により_出生した子の親子関係に関し、民法

の特例を定めること。

第2 定義

この法律において「特定生殖補助医療」とは、特定生殖補助医療に関する

法律第2の 1の特定生殖補助医療をいうこと。

第3 民法の特例

1.女性が自己以外の女性の卵子 (その卵子に出来する胚を含む。)を用いた

特定生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、2の場合を除き、

その出産をした女性をその子の母とすること。

2.女性が特定生殖補助医療に関する法律第 3の 4に よる特定生殖補助医療

において当該特定生殖補助医療に係る夫婦 (同法第3の 7の家庭裁判所の

許可を受けた夫婦に限る。主の夫の精子及び養のJF子に由来する胚の移植を

の父、当該妻をその子の母とすること。    ′

3.妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子 (その精子に由来する胚を

含む。以下同じ。)を用いた特定生殖補助医療により懐胎した子については、

夫は、民法第774条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認

することができないこと。

4.特定生殖補助医療に関する法律第3の 2に より行われる他人の特定生殖

補助医療のために精子を提供した者は、その精子を用いた特定生殖補助医

療により女性が懐胎した子を認知することができないこと。

5.民法第787条の認知の訴えは、特定生殖補助医療に関する法律第3の 2

により行われる他人の特定生殖補助医療のために精子を提供した者に対し

ては提起することができないこと。

6.特定生殖補助医療により女性が子を懐胎した場合において、自己の意に

反してその精子が当該特定生殖補助医療に用いられた者についても、4及

び 5と 同様とすること.



第4 その他

11この法律は、特定生殖補助医療に関する法律の施行の日から施行するこ

と。

2、 第3の適用について必要な経過措置に関する規定を置くことD

3.その他所要の規定を置くことD


